
豊田都市計画 花園地区計画の変更 （豊田市決定） 

都市計画花園地区計画を次のように変更する。 

名 称 花園地区計画 

位 置 
豊田市花園町井田、小泉、才兼、花園台及び屋敷の全部並びに石台、稲荷下、

馬捨、小松原、観音山、五反田、新田、林、前田及び若石山の各一部 

面 積 約71.2ha 

地区計画の目標 

本地区は、三河八橋駅を中心とした住居系市街地であり、駅を中心に土地区画整

理事業による都市基盤の整備が進められているのにあわせ、地区全体の住環境の向

上が求められている。 

このため、本計画では、「安全・安心で、歩いて暮らせる花と風景のあるまち花園」を

目指して、緑豊かでゆとりある良好な市街地形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

本地区の用途は、第１種低層住居専用地域及び第１種住居地域であり、それぞれの

特性に応じて地区を区分し、以下の方針により土地利用を誘導する。 

●駅前住宅地区 

本地区は、駅周辺において、便利で賑わいのある生活空間の形成に向け、生活利

便施設の立地を許容した市街地の誘導を図る。 

●一般住宅地区 

本地区は、幹線道路沿道や鉄道沿線において、良好な住環境を守る市街地の誘導

を図る。 

●低層住宅地区 

本地区は、良好な住環境の形成に向け、低層住宅を主とする市街地の誘導を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

市街地の利便性と防災性の向上を基本に、既存の道路を体系的に改良整備し、有

効活用するなど、生活道路の環境整備を推進する。 

建築物等の 

整備の方針 

良好な市街地の誘導を図るため、次の制限を定める。 

（１） 建築物等の用途の制限 

（２） 建築物等の敷地面積の最低限度 

（３） 壁面の位置の制限 

（４） 建築物等の高さの最高限度 

（５） 建築物等の形態又は意匠の制限 

（６） 垣又はさくの構造の制限 

その他当該地区の

整備・開発及び保

全に関する方針 

良好な環境を形成するため、建築物の敷地等の積極的な緑化に努める。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置及

び規模 

種類 名 称 幅 員 延 長 配 置 

道路 

主-１号 11ｍ 約 129ｍ 計画図表示のとおり 

地-１号 6ｍ 約 525ｍ 計画図表示のとおり 

地-２号 6ｍ 約 492ｍ 計画図表示のとおり 

地-３号 6ｍ 約 219ｍ 計画図表示のとおり 
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す
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項 

地区の 

区分 

地区の名称 駅前住宅地区 一般住宅地区 低層住宅地区 

地区の面積 約 10.2ha 約 6.6ha 約 54.4ha 

建築物等の用途の制限 

次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

1 畜舎（ペットとして飼育

する犬、猫等の小動

物の畜舎で 15㎡以下

のもの並びに動物病

院及びペットショップ、

ペットホテルその他こ

れらに類するものを除

く。） 

次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

1 畜舎（ペットとして飼育

する犬、猫等の小動物

の畜舎で 15 ㎡以下の

もの並びに動物病院

及びペットショップ、ペ

ットホテルその他これら

に類するものを除く。） 

2 ホテル又は旅館 

3 ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これ

らに類する建築基準法

施行令（昭和２５年政令

第３３８号。以下「政令」

という。）第 130条の 6の

2で定める運動施設 

4 建築基準法（以下「法」

という。）別表第 2(は)項

に掲げる建築物以外の

建築物の用途に供する

ものでその用途に供す

る部分の床面積の合計

が 500m2 を超えるもの

(政令第 130条の 7の 2

で定めるものを除く。) 

5 工場。ただし、次に掲

げるものを除く。 

ア  洋服店、畳屋、建

具屋、自転車店、家

庭電気器具店その他

これらに類するサー

ビス業を営む店舗で

作業場の床面積の

合計が 50 ㎡以内の

もの(原動機を使用す

る場合にあっては、

その出力の合計が

0.75kw 以下のものに

限る。) 

イ 自家販売のために食

品製造業 (食品加工

業を含む。)を営むパ

ン屋、米屋、豆腐屋、

菓子屋その他これら

に類するもので作業

場の床面積の合計が

50㎡以内のもの(原動

機を使用する場合に

あっては、その出力の

合計が 0.75kw以下の

ものに限る。) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

「区域、地区の区分、壁面の位置の制限及び土地利用の制限の区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

  建築物の敷地面積の最

低限度 

建築物の敷地面積の最低限度は、180㎡とする。 

（地区施設の区域を除いた場合に 180㎡未満となる敷地はこの限りでない。） 
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壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁面等」という。）の面から道路境界

線（「地区施設の区域界線」を含む、以下同じ）及び隣地境界線までの距離（以下

「後退距離」という。）は、1ｍ以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するものはこの限りではない。 

1 物置、車庫等で軒の高さが 2.5ｍ以下で、かつ、後退距離の限度に満たな

い部分の床面積の合計が 12㎡以内のもの 

2 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段そ

の他これらに類するもの 

3 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路

境界線までの距離（当該後退距離が 50ｃｍ以上のものに限る。） 

4 この地区計画の都市計画決定の告示現在において敷地面積が 180㎡に満

たない敷地（地区施設の区域を除いた場合に 180㎡未満となる敷地を含む）に

おける建築物の隣地境界線からの距離（当該後退距離が 50ｃｍ以上のもの

に限る。） 

5 階数が 1で壁を有しない車庫 

建築物等の高さの最高限

度 
２０ｍ １３ｍ - 

建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限 建物の外壁の色彩は原色を避け、周囲の環境に調和した落ち着いた色にする。 

垣又はさくの構造の制
限 
 

道路境界線及び隣地境界線から 1m 未満の距離に存する垣又はさくの構造は、

生垣又はフェンスその他透視性のある鉄さく等（基礎を有する場合にあっては、基礎

の高さ（敷地地盤面からの高さをいう。）が０．６ｍ以下のものに限る。）としなければ

ならない。ただし、以下のものはこの限りではない。 

1 道路境界線から 1ｍ未満の距離に設置する門塀であって、当該部分の見附

面積の合計が 5㎡以下のもの 

2 危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号）第 17条第１項第 19

号の規定により設けるもの 

3 この地区計画の都市計画決定の告示現在、道路境界線から 1ｍ未満に存す

る垣又はさくであって、フェンス等以外の垣又はさくの設置されている敷地

で、あらかじめ市長が指定した敷地において、設置するもの 



 
理 由 

 

 都市計画道路の名称変更に伴い、地区計画を変更するものである。 


